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政策調整会議の概要 

開催日：平成19年10月11日（木） 

 

◎項目 

１ 平成20年度当初予算編成方針について【総務部】 

２ 働きかけ記録票の提出について【総務部、土木部】 

３ 平成19年度県民世論調査の中間報告について【総務部】 

４ 各部局等の主要な取り組みについて 

 

◎内容 

１ 平成20年度当初予算編成方針について【総務部】 

総務部より、平成 20年度当初予算編成方針について概要説明を受けた後、意見交換を行った。 

 

【説明概要】 

・ 予算編成の途中の12月に知事の交代があるが、通常の手続きに沿って予算編成を行いたい。 

・ 予算編成の途中段階では、新知事の意向を加味するなど、時間的な余裕が必要なことから、作業は 1 週間程

度前倒ししている。 

・ 新知事の意向は現時点では分からないので、本年度に限っては予算編成における基本的な考え方を、踏まえ

るべき基本的な事項に特化して作成している。 

・ シーリングは 9 月 18 日の庁議で既に説明したとおり、経常的経費対前年度比マイナス 15％、投資的経費対

前年度比マイナス5％に設定している。 

・ 予算見積限度額の例外については、昨年は10月の政策協議により、政策協議加算を実施したが、今年は財政

課との協議により、今月中に調整を完了したいと考えている。 

・ 予算編成方針副知事通知、財政課長通知は本日付けで通知する予定である。明日には担当者への説明会を行

う予定である。 

 

【主な意見】 

・ 予算見積限度額の例外のところで、本年度は政策協議加算を設けないとの説明があったが、今年度前期の政

策協議は何のための協議だったのか疑問がある。 

→財政課との協議の中で、前期の政策協議を踏まえて、予算見積限度額の例外について協議いただきたい。 

・ 政策協議は、予算折衝の協議の場ではないとの位置付けで実施している。 

・ 今、国では地域活性化統括本部を中心として、地域活性化のために地方に対して重点的な支援を行おうとい

う動きがある。高知県では政策推進課や中山間対策本部を中心に色々と検討を行っている。幅広くアンテナ

を広げて、色々な国の有利な制度を積極的に取りにいくという工夫をしてもらいたい。（副知事） 

 

２ 働きかけ記録票の提出について【総務部、土木部】 

土木部より、宿毛湾港における県外からの建設残土の陸揚げの際の働きかけについて概要説明を受けた後、意

見交換を行った。 

 

【説明概要】 

・ 今年度２件目の働きかけ記録票の提出となる。県内の港湾への県外からの建設全土の持込みについて、以前

にこの会で問題提起をさせていただいた。現在、文化環境部が中心となって条例の検討をしてもらっている。 

・ 現状は、「建設残土等に対する港湾施設許可申請取扱要領」というのを定めて対応しているが、８月１２日に

宿毛湾港に無許可で建設残土が陸揚げされ、それに関連して、働きかけがあった。 
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【主な意見】 

・ 文化環境部で条例の検討も行っているが、あくまで文化環境部が対応する部分と、土木部の港湾の水際で対

応する部分ではどうしても対応が相違してくる。建設残土の陸揚げを止めるという行為を公務執行妨害で対

応できないかと警察に問い合わせを行うと、「これ自体は過料での対応となる。過料で対応するような行為の

対象を公務執行妨害にはできない。」という回答であった。陸揚げを身を呈して阻止し、傷害事件等にならな

い限り何の対応もできない。 

・ 小額の過料を払って、陸揚げをしてしまえばよいという極端なことも起こりかねない。 

・ 働きかけに対する問題は毅然とした対応が必要であり、そのためにはきちんとした仕組みを整えておく必要

がある。 

 

３ 平成19年度県民世論調査の中間報告について【総務部】 

総務部より、平成19年度県民世論調査の中間報告ついて概要説明を受けた後、意見交換を行った。 

 

【説明概要】    

・ 8月から9月にかけて行った県民世論調査の中間報告を取りまとめた。 

・ 今の時期に示す理由は、これから予算編成に入るので、その時の参考資料として使ってもらいたいからであ

る。 

・ 最終報告は12月を予定している。 

 

【主な意見】 

・ 詳細な結果は今後出ると思うが、調査結果を見て、皆さん方の感覚と違う部分に特に注目してもらいたい。

問２「県民の声を県政に活かすために必要なこと」の質問項目の第 2 位「県職員が日ごろから業務の中で住

民の声を聞く姿勢を持つ」第 3 位「県職員が地域に入り、地域の声を聴きながら住民とともに問題を解決し

ていく取り組み」の部分に対する県の職員の意識は強いと思うが、第 1 位は「住民からの声に対して県がど

のような対応をしたか知らせること」になっていることは、少し象徴的な部分でもあるので、今はこういう

ことが求められているんだということを是非、心に留めておいてもらいたい。こういう部分を中心に、調査

結果を読み込んでもらいたい。（副知事） 

 

４ 各部局等の主要な取り組みについて 

【説明概要】    

各部局から、平成19年9月の主要な取り組み及び平成19年10月の主要な取り組み予定について、各部局の主

要な取り組み一覧表を配布のうえ、報告を行い情報共有を図った。 


